
回覧

【散布予定】 令和８年５月～１２月（予定） 年間３回程度

【作業時間】 歩行者および交通量が少ない時間帯に散布を行う予定

【作業場所】 渋川市（旧子持村）～みなかみ町（※国立公園除く）間

※うち沿道の耕作地に面している範囲は除きます

※官民境界を除き、路肩および中央分離帯の縁石と舗装との目地部分

※道路予定地（沼田ＢＰ、月夜野ＢＰ）の接した車道側

■ 使用する薬剤は、「登録農薬」で、県内の使用実績が多く、安全性が確認されてい

るものを使用します。

■ 薬剤の散布にあたっては、「用法・用量を遵守」し、できる限り「周囲に耕作地に影響

がない範囲を人がいない時」に、周辺への飛散に十分注意しながら作業を行います。

ご質問等ございましたら下記問合せ先までご連絡頂きますよう何卒宜しくお願い申し上げま

す。

■作業箇所には下記の立看板を設置します

日頃より地域の皆様方には、公共工事に対しご理解とご協力を賜り、ありがとうございます。

近年、背丈が高く、生育の早い雑草などの繁殖により、道路を利用される皆様にご迷惑をおかけする

事態が散見されております。

そこで、従来からの草刈り機による除草作業に加え、新たに「除草剤」を活用した除草作業の試行を

行います。

作業に際しては、環境や安全に十分配慮して行いますので、何卒ご理解ご協力の程、宜しくお願い

致します。
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除草剤散布の試行範囲　案内図

至新潟

至東京

永井宿付近

渋川・沼田市界

（郡界橋）

渋川（旧子持村）

（吾妻新橋北詰）

渋川地区 沼田地区

渋川・沼田市界

（郡界橋）

沼田・みなかみ町界

（政所交差点付近）

至新潟

至東京

みなかみ地区

至東京

至新潟

沼田・みなかみ町界

（政所交差点付近）

※下図区間（赤線）のうち沿道に耕作地に面している範囲は除きます


